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ハード⾯の整備だけでなく、地域の魅⼒や活⼒を⾼め

るための環境づくりやコミュニティの形成、健康づくり、

社会福祉や教育の振興など、幅広いソフト⾯の活動を含

みます。

市内に住所を有する人、市内で働く人、市内で学ぶ人、

市内で事業を営む人、市内に土地又は家屋を有する人及

び法人その他の団体、市内で活動する人及び法人その他

の団体をいいます。

市⻑及びその他の執⾏機関をいいます。

同じ目的を持つ当事者として、上下関係や主従関係な

どがないことをいいます。

当事者同士がお互いの特性や考え方の違いなどについ

て共通認識を持ち、目的達成に向けて補い合うことをい

います。

を推進するために、 と がそれぞれ果た

すべき役割を自覚し、 で、 しながら

共に⾏動することをいう。

(香美市協働のまちづくり条例第2条第4号)

協 働

香美市協働推進計画では、以下4点の基本

方針と取り組みを定めています。

（1）協働事業開始時の積極的な情報公開

（2）事業実施内容、事業実施後の評価公表

（3）様々な媒体を活用した情報の発信と共有

基本方針１ 情報の発信と共有の推進

基本方針2 協働・参画に向けた環境整備

（1）広聴機能の充実

（2）相互交流・情報交換、連携体制の整備

（3）市⺠活動参加のきっかけづくり

基本方針３ 自治会運営・活動に対する支援

（1）自治会運営

（2）事業実施内容、事業実施後の評価公表

（3）様々な媒体を活用した情報の発信と共有

基本方針４ 協働意識の醸成

（1）市⺠の意識啓発

（2）市職員の意識向上

用語の定義

4つの基本方針

(当日配布資料)

その他

相互の信頼に基づく対等な協⼒、提携の関係をもった

相手をいいます。

パートナー
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・防災訓練

・花いっぱ

い運動

・集落活動

支援セン

ター

・地域活性

化総合補助

⾦

市が主導

し、市⺠が

協⼒して活

動する領域

市の政策形

成・施策評

価時に市⺠

が参画する

領域

市が責任を

もって独自

に活動する

領域

市⺠が主導

し、市が協

⼒・⽀援し

て活動する

領域

市⺠が責任

をもって独

自に活動す

る領域

『自治会と

防災会が協

働』

『企業と自

治会が協

働』

『社会福祉

協議会と住

⺠が協働』

補助

助成

後援

実⾏委員会

事業協⼒

市⺠と市が

お互いの特

性を活か

し、協⼒し

合いながら

活動する領

域

広義の協働

⾏政主体

公共サービスにおける協働

(狭義の協働)
(参画)

市⺠主体

⾏政主導協⼒市⺠主導

市⺠と市の協働は、それぞれの関わり度合いにより、5つの領域が

考えられます。このうち市⺠と市が公共サービスの提供において協働

する領域(狭義の協働)は、市⺠主導、協⼒、⾏政主導の3つの領域で

す。広義の協働は、⾏政が関わらない市⺠主体の部分と、市の政策形

成、評価時における参画があります。

市⺠と市の協働を推進するため、⾹美市は令和5年4月に『⾹

美市協働推進計画』を策定しました。

このダイジェスト版は、その計画に基づいて作成し、⾹美市

職員の皆様が日々の業務を『協働』の視点で⾏えることを目標

に作成しています。

多様化する市⺠ニー

ズへの対応

地方分権の進展による、地

方自治体の自己決定・自己

責任の拡大

少子高齢化・人口減少に

起因する様々な課題への

対応

誰もが幸せを感じられるまちづくりは、⾏政による公共サービスの提供
のみでは困難

市民と行政の協働で、まちづくりを多様に展開すること

が可能

なぜ協働のまちづくりなのか

協働をするときに大切なこと(協働の基本姿勢)

協働を始める際には、目的達成に必要と思

われる情報を公開し共有することが大切です。

お互いの特性や考え方の違いなどを理解し、

信頼関係を構築することが大切です。
相互理解

相互に補完することを基本として協議の上、

責任の所在や範囲を明らかにすることが大切

です。

役割分叕

情報の公開

と 共 有

協働の領域と形態 協働事業のすすめ方について

事業計画や事業内容について協議

・協働の形態(左表中段)の決定

・明確な役割分叕

・事業目標とスケジュールの設定

◎対等な⽴場で協議し、情報共有、相互理解に努め、

お互いに補い合える関係を目指します。

パートナー

との協議

協働事業

について

の検討

パートナー

の検討

ステップ

２

ステップ

１

ステップ

３

協働事業

の実施

ステップ

４

◎進捗状況や課題等の情報共有を⾏いながら実施し

ます。

◎役割分叕や計画の変更が必要となった場合に柔軟

な対応ができるよう、連絡体制を整えておきます。

事業完了後は次の協働事業へ生かすため、実施は適切

であったか、役割分担は適切であったかなどの事業評

価を行うとともに、課題や改善策の検討を行います。

協働事業に適したパートナーの決定

・相⼿の適性や能⼒のほか、活動実績や活動目的などから、

最もふさわしい相⼿を選択します。

◎公平な選定を⾏うために、選定方法や基準を明確

にし、それを広く公開します。

協働事業として適切かの検討

・公益性や市⺠ニーズに合致しているか

・目的や目標は何か

・期待できる効果は何か

◎新規事業だけではなく、既存の事業に協働の可

能性はないか考えてみてください。


